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第４章 設計細則 

 

４. １ 系統図及び流量表の作成 

    踏査、在来施設調査その他必要な調査完了後、設計基準に基づき、系統

図、流量表を作成し、監督員の承諾を受けなければならない。 

 

４. ２ 設計図の作成 

    主要な設計図は、次のとおり作成するものとし、図面完成時には、監督

員の承諾を受けなければならない。 

  （１）位置図 

     位置図(1/2,500)は、地形図に施工箇所を記入し、主要な建物等の名称 

を記入する。なお、平面図と位置図の向きは、同じ方向に記入する。 

  （２）系統図 

系統図(1/2,500)は、設計対象全流域について作成し、市町村の名称及 

び境界線、主要な官公署、企業等の名称、水準基標、水路、公園、池、

既設管の径、実施管の位置、形状、管径、勾配、路線番号、マンホール

間距離及び凡例、標題等を記入する。 

  （３）平面図 

   平面図(1/300)は、本市が提供したデータに本測量調査のデータを転写 

したもの使用し、施工箇所の管渠の平面位置、形状、管径、勾配、路線

番号、管記番号、マンホール間距離、マンホール種別、ます、取付管等

付属施設、補助工法区間等を記入し、隣接構造物、家屋その他の構造物

と明確に区分できるようにする。また、地下埋設物の位置も正確に記入

し、現地にて確認したもの以外はすべて(  )書きにて位置、土被りを

記入する。 

  （４）詳細平面図 

  詳細平面図(1/50～1/200)は、次の場合に作成する。なお、記入要領は、

平面図と同様とする。 

    ア 地下埋設物輻輳箇所、伏越箇所、雨水吐口設置箇所、標準布設位置

以外に布設する場合等 

イ 特に詳細図を必要とし監督員が指示する場合 

  （５）縦断面図 

     縦断面図(縦 1/100、横 1/600 または 1/300)は、平面図と同一記号を用 

いて次の事項を記入する。なお、縦断は左下がりとする。 

ア 管渠の位置、形状、管径、勾配、平面図との対象記号、マンホール

間距離、追加距離、管底高、床掘高及び土被り、地盤の位置及び地盤
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管路施設劣化状況調査特記仕様書 

 

 本仕様書は「管路施設実施設計業務委託標準仕様書」に定める特記仕様書と

する。 

 

１ 特記仕様書の適用範囲 

  この仕様書は、「管路施設実施設計業務委託標準仕様書」の第１章１.２に

定める特記仕様書とし、この仕様書に記載されていない事項は、前記標準仕

様書によるものとする。 

 

２ 本業務中に関係機関との協議等に必要となる一般的な図面等作成業務を含

むものとする。 

 
３ 調査全般事項 

 

（１）本業務の調査対象は下水道管路施設とし、調査項目については、圧縮強

度試験工（３測点）、鉄筋腐食試験工（３測点）、中性化試験工（３測点）

とする。なお、調査個所については監督員の指示に従うこと。 

 

４ 圧縮強度試験工（３測点） 

 

（１）圧縮強度試験工は、圧縮強度測定器を用いてコンクリートの老朽化・中

性化等による強度低下を調査する。 

 

５ 鉄筋腐食試験工（３測点） 

 

（１）鉄筋腐食試験工は、鉄筋探査機により鉄筋位置を推定し、コンクリート

を部分的にはつり、鉄筋の腐食状況を目視により調査するとともに、コン

クリート被り厚を推定する。 

 

（２）コンクリート構造物の一部をはつり取り内部鉄筋（内側・外側）を露出

させ、単鉄筋又は複鉄筋の確認をする。鉄筋のかぶり、径、ピッチを直接

計測し、腐食状況の確認を行う。 

 

（３）調査完了後は無収縮モルタル等で復旧すること。 
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６ 中性化試験工（３測点） 

 

（１） コンクリート及び鉄筋腐食調査ではつった断面にフェノールフタレイ

ン溶液を噴霧し、コンクリートの中性化及び硫化水素等による影響を調

査する。 

 

（２）はつり位置は鉄筋探査を実施し、鉄筋の位置を確認した上で決定するこ

と。 

 

（３）調査完了後は無収縮モルタル等で復旧すること。 

 

７ 提出書類 

調査報告書は２部と電子データを提出すること。 

 

８ その他 

 

（１）事前の気象情報等により、降雨が予想される場合は、当日の作業は中止

すること。また、作業中は、気象情報に十分注意を払い、雨出水、地震等

が発生した場合は、直ちに対処できるような対策を講じること。 

 

（２）安全費について 

ア 一般交通の支障となる箇所には、交通誘導警備員を配置し、交通安全

に努めなければならない。 

イ 歩道部及び交差点等における施工に当たっては、現場の実状、施工方

法等により、これに対応する交通誘導警備員を配置する。 

ウ 地元及び交通管理者等により変更が生じた場合には、別途協議するも

のとする。 

 

（３）受託者は公衆災害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め「労働安

全衛生法」、「酸素欠乏症等防止規則」及び「市街地土木工事公衆災害防止

対策要綱」を遵守すること。 

 

（４）本業務の従事者は、常に言動、動作を慎み、住民等に不安や悪感情を与

えないよう十分注意すること。 

 

（５） 民地内に立ち入る場合は必ず土地所有者、居住者または占有者等の了解

を得ること。 
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（６）個人情報の取扱いについては、別紙「個人情報の取扱いに関する特記事

項」を遵守すること。 

 

（７）業務の進捗状況等については、監督員と密に連絡を取り業務が円滑に履

行できるように配慮すること。 

 

９ 本仕様書に記載されていない事案が生じた場合、事前に監督員と協議のう

え承諾を得て施行するものとする。 
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明示
項目

明　　示　　事　　項

□

□

□

■ 1）　管理者の許可を確認後に着手すること。

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

■ 市内環状線 道路詳細設計業務　報告書　平成23年3月

令和３年度市内環状線道路実施設計業務　報告書　令和5年2月

□

□

□

□

□

□

□

□
仮
設
備
関
係

　
　
道
路
関
係

■
工
事
用

工事用資機材等の搬入経路、使
用期間等の制限

搬入路の使用中及び使用後の
処置

仮設道路の設置

架設工法の指定

　
　
物
件
等

□
工
事
支
障

地上、地下等の占用物件工事と
の重複施工

給水の必要

□
建
設
副
産
物
関
係

工事用水、電力等の指定

関係機関・自治体等との近接工
事協議に係る条件等

占用物件の有無及び占用物件
等による工事支障物の存在

新技術・新工法・特許工法の指
定

 
入
関
係

□
薬
液
注

薬液注入工法の施工

周辺環境への調査

■
そ
の
他

工事用資機材の保管及び仮置き

更生管の耐震性能について

明示事項内容及び参考 

部分使用

支給材料及び貸与品

残土の受け入れ及び仮置き場所
までの距離、時間等の処分条件

建設副産物の現場内での再利
用及び減量化

建設副産物及び建設廃棄物の
処理

仮設物（仮土留、足場等）の他工
事への転用若しくは兼用

仮設備の構造及び施工方法の
指定

仮設備の設計条件の指定

工事現場発生品

一般道路の占用
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https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/koujitousekisann.html 
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